
 

熱が下がっ
て２日（幼児
は３日）を経
過するまで 

※下記注２参照 

注 1：発症から、特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

注２：発症から、耳下線、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 5 日間を経過し、かつ、全身状態が 良好になるまで 

特注：クラスの 3 分の１以上が伝染性の疾病で欠席した場合、学長判断で学級閉鎖になる場合があります。 
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